
乗継割引制度の
見直しについて
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【資料１】



地下鉄１区

バス１区 ２００円

２００円

３２０円

１４０円

１８０円

２００円×２回×３０日×（1-0.30）＝
（単価） （往復）（１か月） （割引率）

２００円×２回×３０日×（1-0.28）＝
（単価） （往復）（１か月） （割引率）

８，４００円

８，６４０円

１４０円×２回×３０日×（1-0.30）＝
（単価） （往復）（１か月） （割引率）

１８０円×２回×３０日×（1-0.28）＝
（単価） （往復）（１か月） （割引率）

５，８８０円

７，７８０円

１３，６６０円

地下鉄定期

バス定期

単独乗車料金 乗継乗車料金

定
期
券
以
外

定
期
券
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電車 １７０円 １５０円
２９０円

（例）バス１区＋地下鉄１区の通勤１カ月定期料金

※地下鉄２区（３km以上７km未満）のうち５km未満の区間については８０円引き



注）バス利用客数は「統計さっぽろ」
第17表「民営バス運輸状況」より算出

バス約29万人/日地下鉄約56万人/日

乗継割引利用客は
地下鉄利用客の

約２割
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地下鉄 １,８９８百万円 バス ５９４百万円
・じょうてつバス・・・ ９４百万円
・中央バス・・・・・・３６４百万円
・ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙバス・・・・１３５百万円
・ばんけい・夕鉄・・・ １百万円

電車
３５百万円

乗継割引額実施に係る各事業者負担額

地下鉄と電車バスの
乗継客

乗継割引利用客は
バス利用客の

約４割弱

電車約2万人/日

（平成２１年度決算ベース）

バス地下鉄乗継

１０.４万人

電車地下鉄乗継

０.６万人

約11万人/日



乗継割引が設定された理由

定期外
（都心直行便）
バス２区の場合 ４０円

定期券
（都心直行便）

バス２区の場合 １，６１０円

都心

１区

バス２区４０円 ２区

地下鉄１区３０円

バス１区
３０円

郊外

昭和４６年１２月～
定期料金乗継割引開始

定期外乗継割引なし
地下鉄１区 ３０円
バス１区 ３０円

定期券⇒値上がりなし
地下鉄１区＋バス１区

１，６１０円
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昭和４８年１０月～
定期外も乗継割引開始

定期外⇒乗継料金開始
地下鉄１区 ３０円
バス均一区間 ５０円

定期券
バス均一区間 ２，２５０円
地下鉄１区＋バス均一区間

２，２５０円

バス地下鉄の
乗継割引設定

地下鉄開業後
地下鉄沿線・近接のバスのうち
３０％を乗り入れ便

７０％を地下鉄短絡便として再編成

バス路線の地下鉄短絡化
都心直行便の縮小

地下鉄開業前

地下鉄開業後

…都心まで直行していたバスが…

…地下鉄駅にバスが短絡化…

地下鉄開業前 地下鉄開業後

地下鉄と市営バスで割高になる分を負担

都心直行便の地下鉄駅短絡化により、
バス⇒バス＋地下鉄となったため、
利用者負担が割高に

計 ６０円
計 ８０円

地下鉄１区＋バス
乗継料金 ５０円
（３０円割引）

※市営交通を乗り継ぐ場合、地下鉄
バスそれぞれの乗車の通算区数
（市営交通乗車２区）で定期料金を
算定

（※）



乗継割引対象の民営バスへの拡大

-4-

中央バス

※特に断りのない場合、乗継定期料金は定期外乗継料金を基礎に算定

（定期のみ）地下鉄・バス通算区数制

２５％引

地下鉄バス合算額
から３０・４０円引

（定期券のみ割引）
単独定期の５％引

昭和４７年 中央バス定期乗継割引適用

バスの割引額２０円に統一平成 ９年 じょうてつバス乗継割引開始

昭和４８年 定期外乗継割引開始（市営バス）

昭和５２年 乗継割引定率化（市営バス）

３０円引 １０円引昭和５９年 乗継割引を定率から定額化

２５％引 定期券
単独定期の５％引

定期外割引率０％
（割引は地下鉄のみ）

昭和５７年 国鉄バス乗継割引開始

昭和５７年 中央バス定期外乗継割引開始

平成１６年 市営バス廃止 市営廃止

昭和４６年 市営バス定期乗継割引開始

ＪＲバス

市営バス

じょうてつ

定期地下鉄・バス通算区数制

S46.12
南北線
北２４条～真駒内

S51.06
東西線
琴似～白石

S53.03
南北線
麻生～北２４条

S57.03
東西線
白石～新さっぽろ

S63.12
東豊線
栄町～
豊水すすきの

H06.10
東豊線
豊水すすきの

～福住

H11.02
東西線
琴似～宮の沢

地下鉄整備状況



軽油店頭現金価格推移（北海道）
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バス利用者の減少

燃料費等コスト高騰

バリアフリー対応車両・環境対策車両の導入

ターミナルや待合環境の改善

ＩＣカードＳＡＰＩＣＡの導入

-5-

（人/日）

（注１）統計さっぽろ 第１６表「市営交通機関運輸状況」及び第１７表「民営バス運輸状況」
（注２）H１２以降、地下鉄の延長によるバス路線への影響はない。

（円/ℓ）

※（財）日本エネルギー経済研究所石油情報センター「給油所石油製品 月次調査」

167円
（H20.08）

110円
（H22.03）

H12年度 331千人/日
↓

H21年度 291千人/日
減少率12.2％

市営バス廃止

８２円
（H12.04)
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地下鉄が割引額拡大
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利用者に負担転嫁



１乗車あたり ３２０円⇒ ３４０円

１か月（21日往復乗車） １３，４４０円⇒１４，２８０円

通勤定期１か月 １３，６６０円⇒１４，５２０円

通学定期１か月 ８，７６０円⇒ ９，３６０円

２０円負担増

８４０円負担増

８６０円負担増

６００円負担増

バス割引分を利用者に転嫁した場合の負担額

利用者
負担増

バスの
都心直行便
ニーズ増加

公共交通ネットワーク
の維持に対する

マイナス要因の増加
公共交通から
他の交通機関
(自家用車等)
への逸走

第４次札幌市長期総合計画

「大量公共交通機関（ＪＲ・地
下鉄）を基軸として配置し、か
つ、後背圏からのバスネット
ワークを各駅へ接続することに
より、都心へ向かう広範な交通
を大量公共交通機関に集中させ
ることを基本とする。」サービス

低下

乗継割引バス事業者負担分を利用者転嫁した場合

※地下鉄１区+バス１区の乗り継ぎの場合

地下鉄利用者の減少
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１年あたりの影響額は

約▲５千万円程度
まで縮減

バスのＩＣカード導入が進め
られることにより・・・
ウィズユーカード作成経費・
駅務機器保守費減などの
削減効果が見込めるため

乗継料金

値上なし

現行の

サービス水準

維持
現行の

公共交通ネットワーク

の維持につながる

バス事業者

負担減

第４次札幌市長期総合計画

「大量公共交通機関（ＪＲ・地
下鉄）を基軸として配置し、か
つ、後背圏からのバスネット
ワークを各駅へ接続することに
より、都心へ向かう広範な交通
を大量公共交通機関に集中させ
ることを基本とする。」

（バス乗継割引分）

約６億円の負担

（電車乗継割引分）

約35百万円の負担

乗継割引バス事業者負担分を地下鉄の割引拡大で対応した場合

割引拡大による負担額 経費節減効果 最終的な地下鉄の負担額
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